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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
（ａ）液状のエクチョッを脱色および脱臭する段階、
（ｂ）前記（ａ）のエクチョッを濃縮し、エクチョッに含有されている塩を結晶で析出す
る段階、
（ｃ）前記（ｂ）のエクチョッ濃縮液と結晶塩とを分離する段階であって、該分離が、遠
心分離をしながら水を添加することによって行われる前記段階、および
（ｄ）前記（ｂ）および（ｃ）の段階を１～５回繰り返す段階を含むエクチョッ調味料を
製造する方法。
【請求項２】
前記（ａ）段階の脱色および脱臭は、活性炭を添加することによって行われ、
前記活性炭は、エクチョッの全体重量対比０．５～２．０重量％である請求項１に記載の
方法。
【請求項３】
前記（ｂ）段階は、５０～６０℃で行われることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
前記（ｃ）段階の遠心分離が、エクチョッ濃縮液の全体重量対比２０～４０重量％の水を
添加することによって行われる請求項１記載の方法。
【請求項５】
前記（ｄ）段階以後にエクチョッ濃縮液を乾燥して粉末化する（ｅ）段階を更に含む請求
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項１に記載の方法。
【請求項６】
請求項１乃至５のうち、いずれか一つの方法によって製造されたエクチョッ調味料。
【請求項７】
エクチョッ調味料は、総窒素含量(ＴＮ)が該調味料の全体重量対比３．０～７．０％であ
ることを特徴とする請求項６に記載のエクチョッ調味料。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、天然調味素材としてのエクチョッ(韓国式魚醤)調味料を製造する方法および
前記方法によって製造されたエクチョッ調味料に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　健康と天然志向に対する消費者の要求が大きくなりながら加工食品全般にわたって天然
原料の使用を増やし、化学的食品添加物の使用を排除しようとする努力が加速化されてい
る。特に調味料およびラーメンソースに代表されるシーズニング(seasoning)分野ではＭ
ＳＧ(Monosodium glutamate)の無添加要求および天然調味料の必要性増加によって既存の
代表的な旨味素材として使用されたＭＳＧ、ＩＭＰ(inosine mono-phosphate)、ＧＭＰ(g
uanosine mono-phosphate)など合成添加物の使用を排除し、天然原料の中から素材自体が
うま味を発現するとか、うま味やその他風味を増進させる素材を求めるための研究が非常
に活発に行われている。現在まで旨味感を発現する合成添加物を代替する天然系の味素材
として最も広く使用されているのが酵母抽出物(yeast extract)である。酵母抽出物は、
酵母醗酵を通じて培養された酵母を自家消化させて酵母自体が持っている蛋白質を分解し
て味成分を持ったペプチド(peptide)で分解した天然調味素材である。しかし、酵母抽出
物は、酵母の種類に応じて品質が千差万別であり、ＭＳＧなどの合成調味素材の代替素材
であり、最近に開発された高品質酵母抽出物は、全量輸入産で、価格がとても高くて使用
上の経済的制約が伴っている。
【０００３】
　その間に各種文献を通じて明らかになったところでは、ＭＳＧやＩＭＰ、ＧＭＰの代り
に味を出す天然旨味素材は、蛋白質の分解産物から起因したペプチド形態の素材が大部分
である。蛋白質を基質として分解酵素による分解産物や醤油、味噌、または魚醤などの醗
酵食品から生成される５００～１０００ｋＤＴペプチドなどがうま味を出し、その他の風
味を増進させる効果があると報告されている。前記で言及した醤油、味噌、または魚醤な
どの伝統醗酵食品などは、醗酵と熟成過程を通じて独特の自体的な風味を発散し、蛋白質
分解ペプチドなどが深い味を出してくれるが、その単品素材としては食品産業において、
その間に広く使用されてきたＭＳＧ、ＩＭＰ、ＧＭＰなどであり、これらが旨味機能性が
とても強い素材などを代替することは不可能である。なぜなら、醤油、味噌、または魚醤
のような伝統醗酵食品などは、天然素材のうち、相対的に味成分をたくさん持っているが
、化学調味料に比べて味成分の測定指標として使用されている総窒素(total nitrogen)含
量が低く、醗酵中に腐敗を防止するために塩を多量に使用して相対的に塩の含量が高いか
らである。下記の表１には、これらの伝統醗酵食品の総窒素含量と塩含量とを比較した。

【表１】
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【０００４】
　ここで、総窒素含量(ＴＮ)は、蛋白質分解食品の味成分の測定指標であって、蛋白質の
含量が高いほどアミノ酸およびペプチドから由来した味成分をたくさん含有しているとい
うことを意味する。また、伝統醗酵食品は、色相が濃く、醗酵中に発生される特有の臭い
成分によって汎用的に食品産業全般にわたって使用するには限界がある。
【０００５】
　ＭＳＧとＩＭＰ、ＧＭＰは、単品では無色、無味、無臭であるが、食品に少量だけ添加
してもうま味と深い味を付与する効果が卓越である。したがって、ＭＳＧ、ＩＭＰ、ＧＭ
Ｐを代替するための天然調味素材になるためには、素材自体的に持っている特有の風味と
味が弱いながらも味成分をたくさん含んでいなければならない。このような観点で伝統醗
酵素材などが調味機能性が優れた味素材になるためには、前記で言及した高塩、濃い色相
、固有の強い風味などの問題を解決してこそ可能である。
【０００６】
　一方、様々な伝統醗酵素材などのうち、特に魚醤と呼ばれるエクチョッは、動物性蛋白
質醗酵素材であって、蛋白質だけでなく、水産物にたくさん含有している核酸含量が植物
性原料で醗酵した素材などよりも豊かで官能的な側面から優れており、液状であるため素
材として加工するための適性が良い。また、価格が相対的に安くて商業的経済性を考慮し
てみる時、天然味素材としての価値が十分にある。
【０００７】
　このような側面で、値段の安いカタクチイワシエクチョッを原料として活用して天然味
素材を開発しようとする努力があってきた。例えば、大韓民国公開特許第２００４－８５
１０４号では、大カタクチイワシ、中カタクチイワシ、小カタクチイワシ、乾ワカメ、乾
昆布を主原料とした天然旨味料の製造方法およびその組成物に関して開示している。しか
し、前記公開特許は、カタクチイワシ、乾ワカメ、乾昆布などの天然材料をひいて配合し
た粉末原料などの混合物に関するものであって、本発明の目的と製造物の特性が全く相異
していることを見せた。また、前記特許は、天然材料を使用して混合粉末を製造するが、
ＭＳＧおよび合成調味料を代替するほどの旨味感発現に対する機能性は不足なものと判断
され、粉末状製品が水溶液上で溶解力がないから多様な食品に適用するのが制限されると
いう問題点がある。大韓民国登録特許第１０－０７７４５３７号では、機能性カタクチイ
ワシエクチョッおよびその製造方法に関して開示している。具体的に前記特許は、製造し
たカタクチイワシ醗酵原液を脱臭した後、ブドウ糖を添加してカタクチイワシ醗酵調味料
を製造する方法に関するものであって、工程中に重炭酸ナトリウムの添加で完全な天然旨
味素材とはいえず、本発明と最終製品でも製造物の特性と成分含量において差を多く見せ
ている。全体的には、既存のカタクチイワシエクチョッよりもＴＮ含量を５０％向上させ
る工程を通じて総窒素含量とアミノ酸の含量とを増加させる工程が含まれているが、相変
らずエクチョッとして持っている高い塩含量と、液状として持っている低い固形分含量に
よって多様な加工食品に汎用的な調味素材として使用するのに制限が伴うので、合成調味
料を代替するには不足である。また、味成分自体の濃度が低いから旨味感発現にも限界を
見せている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明者らは、伝統醗酵素材のうち、エクチョッを用いて合成調味素材を代替しようと
努力し、その結果、連続的な濃縮および脱塩工程の簡単な方法でカタクチイワシエクチョ
ッという原料を使用したと全然推定できないほどさっぱりした風味と官能的に優れた旨味
感の発現を見せながらも従来の合成旨味素材を代替できるエクチョッ調味料を完成し、本
発明を完成するようになった。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の一つの目的は、（ａ）液状のエクチョッを脱色および脱臭する段階、（ｂ）前
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記（ａ）のエクチョッを濃縮し、エクチョッに含有されている塩を結晶で析出する段階、
（ｃ）前記（ｂ）のエクチョッ濃縮液と結晶塩とを分離する段階、および（ｄ）前記（ｂ
）および（ｃ）の段階を１回以上繰り返す段階を含むエクチョッ調味料を提供することで
ある。
【００１０】
　本発明の他の一つの目的は、前記方法によって製造された天然調味素材としてのエクチ
ョッ調味料を提供することである。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明のエクチョッ調味料は、天然素材であるエクチョッを簡単な方法で製造すること
ができ、天然調味素材であるが、ＭＳＧ、ＩＭＰ、ＧＭＰなどの合成旨味素材と同等な水
準以上の優れた旨味感の発現を示し、その合成調味素材および現在の販売されている天然
調味素材を代替することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】図１は、本発明の実施例によるエクチョッ調味料の製造工程を簡単に図式化した
ものである。原材料であるエクチョッから段階的濃縮および脱塩工程を通じて旨味感の発
現に核心的な役割を果たすエクチョッの蛋白質成分を濃縮化した一連の過程を図式化した
ものである。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　一つの態様として、本発明は、天然調味素材として下記の段階を含むエクチョッ調味料
を製造する方法に関するものである。
　（ａ）液状のエクチョッを脱色および脱臭する段階、
　（ｂ）前記（ａ）のエクチョッを濃縮し、エクチョッに含有されている塩を結晶で析出
する段階、
　（ｃ）前記（ｂ）のエクチョッ濃縮液と結晶塩とを分離する段階、および
　（ｄ）前記（ｂ）および（ｃ）の段階を１回以上繰り返す段階。
【００１４】
　本発明の"エクチョッ"は、動物性蛋白質の醗酵物であって、魚醤ともいう。前記の動物
性蛋白質は、魚類から由来するのが好ましい。前記魚類は、これに制限されるのではない
が、カタクチイワシ、太刀魚、イカナゴ、海老などを含む。
【００１５】
　本発明の"調味料"は、食べ物を作る主材料である食品に添加して食べ物の味をそそりな
がら調節する物質であって、特にうま味またはこうばしい味を出す旨味物質をいう。した
がって、本発明で便宜上調味料というのは、旨味料を含む意味で理解する。本発明の調味
料は、天然旨味素材で構成されており、従来の合成旨味素材を代替するためである。 
【００１６】
　本発明の前記（ａ）段階は、液状のエクチョッを脱色および脱臭する段階である。前記
脱色および脱臭工程は、当該分野における公知の方法を用い、一つの具体的な実施では活
性炭を使用する。前記の活性炭を使用する場合、活性炭は、エクチョッの全体重量対比０
．５～２．０重量％、好ましくは０．８～１．２重量％を使用する。また、前記の活性炭
を使用する場合、常温以上の温度、好ましくは５０～６０℃の温度で１時間以上、より好
ましくは２時間以上、さらに好ましくは２～３時間放置する。活性炭を使用する場合、最
終産物であるエクチョッ調味料の官能を良くするために、エクチョッの全体重量対比３～
５重量％のケイソウ土を前記活性炭が添加されたエクチョッに添加し、これをフィルター
プレスを通過させてろ過することによって活性炭を除去することができる。
【００１７】
　本発明の前記（ｂ）段階は、前記（ａ）段階の脱色および脱臭されたエクチョッを濃縮
し、エクチョッに含有されている塩を結晶で析出する段階である。
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【００１８】
　前記濃縮は、エクチョッ内の固体粒子のサスペンション濃度を増加させることであって
、このような濃縮方法は、一般的に濃縮器を用いるとか、沈降促進剤または凝集剤のよう
な添加剤を投与して濃縮することができる。しかし、本発明の天然調味素材の目的上、ど
んな添加剤の投与無しに濃縮器を用いて濃縮するのが好ましい。具体的な一つの態様とし
て、前記濃縮は、エクチョッを５０～６０℃で加熱し、濃縮器を用いて濃縮する。前記５
０℃未満または６０℃超過の温度でもエクチョッの濃縮は可能であるが、５０℃未満の温
度で濃縮する場合、濃縮になる時間が多く所要されて生産費用の上昇が発生するので好ま
しくない。また、前記６０℃超過の温度で濃縮する場合、エクチョッの色相が暗くなるか
ら製品の品質が減少して好ましくない。
【００１９】
　前記の濃縮過程中にエクチョッに含まれた塩の溶解度が飽和状態になると、過飽和され
た塩は微細な結晶で析出される。その析出された過飽和の塩結晶は、下記の（ｃ）段階で
除去するようになる。
【００２０】
　前記の濃縮によってエクチョッの濃度は、蛋白質基準で濃縮前エクチョッの濃度に比べ
て約２００～４００％増加し、好ましくは２５０～３００％増加する。しかし、このよう
な濃度の増加は、最終製品であるエクチョッ調味料の総窒素含量の濃度に応じて多様に調
節できるだろう。
【００２１】
　本発明の前記（ｃ）段階は、前記（ｂ）段階のエクチョッ濃縮液と結晶塩とを分離する
段階である。
【００２２】
　前記（ｃ）段階の分離は、遠心分離、電気分解および連続式脱塩濃縮法などの当該分野
で適用可能な多様な方法を用いて行うことができる。本発明の一つの具体的な態様として
、前記分離は、遠心分離をしながら水を添加する方法によって行われる。遠心分離をしな
がら水を添加するようになると、エクチョッ濃縮液が瞬間的に水に溶けながら結晶塩と層
分離される。具体的に、前記遠心分離は、低速、好ましくは１００～１，０００ｒｐｍ、
より好ましくは４００～６００ｒｐｍの速度で行い、前記水の量は、少量、好ましくはエ
クチョッ濃縮液の重量対比２０～４０重量％である。
【００２３】
　本発明の前記（ｄ）段階は、（ｂ）～（ｃ）段階を１回以上、好ましくは１～１０回、
より好ましくは１～８回、さらに好ましくは１～５回、最も好ましくは２～３回繰り返す
段階である。
【００２４】
　前記（ｄ）段階は、最終製品であるエクチョッ調味料の総窒素含量に応じて決定される
。例えば、前記（ｄ）段階で１回行われたエクチョッ調味料は、本発明の製造方法を行う
前の本来のエクチョッと比較する時、総窒素含量が３．８～４．０％であって、約２．８
～３．０倍増加する。また、前記（ｄ）段階で２回行われたエクチョッ調味料は、本発明
の製造方法を行う前の本来のエクチョッと比較する時、総窒素含量が５．０～５．３％で
あって、約３．７～３．９倍増加する。したがって、最終製品であるエクチョッ調味料の
総窒素含量に応じて前記（ｄ）段階の繰返し回収を適切に調節できるだろう。また、最終
製品であるエクチョッ調味料が粉末などの固体状の場合、下記（ｅ）段階などによって最
終製品であるエクチョッ調味料の総窒素含量が増加され得ることがあるので、これを考慮
して前記（ｄ）段階の繰返し回収を適切に調節できるだろう。
【００２５】
　一つの具体的な態様として、本発明は、前記段階によって製造されたエクチョッ調味料
を固体状で提供することである。
【００２６】
　具体的に、本発明は、前記（ｄ）段階以後にエクチョッ濃縮液を乾燥して粉末化する（
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ｅ）段階を更に含むことができる。
【００２７】
　前記（ｅ）段階の粉末化方法は、食品分野における公知の粉末方法を用いることができ
る。例えば、真空乾燥、噴霧乾燥、熱風乾燥または凍結乾燥などによる粉末化方法などが
ある。前記の粉末化方法によって本発明のエクチョッ調味料は、粉末形態で最終消費者に
提供され得るだろう。また、前記粉末化工程によってエクチョッ調味料は、液状のエクチ
ョッ調味料に比べて総窒素含量および塩の含量が増加することができる。
【００２８】
　また、本発明の一つの具体的な態様として、前記（ｅ）段階の粉末化工程前にエクチョ
ッの炭化防止と粉末化以後の流通上固化および吸湿防止のために賦形剤を添加する段階を
更に含むことができる。
【００２９】
　前記賦形剤は、エクチョッの炭化を防止するためのものであって、ブドウ糖、デキスト
リン、澱粉、乳糖などがあるが、食品公典上許容可能な賦形剤として最終エクチョッ調味
料の目的に適合した賦形剤ならばどれも可能である。
【００３０】
　他の一つの態様として、本発明は、前記方法によって製造されたエクチョッ調味料を提
供することである。
【００３１】
　本発明の前記方法によって製造されたエクチョッ調味料は、総窒素含量が調味料全体含
量の２．８％以上、好ましくは３．０％以上、より好ましくは３．０～７．０％であり、
塩含量が２３％以上、好ましくは２３～４５％、より好ましくは２５～４５％である。し
たがって、本発明のエクチョッ調味料は、本来のエクチョッに比べて総窒素含量が約３倍
以上、好ましくは４倍以上、より好ましくは５倍以上増加した。また、本発明のエクチョ
ッ調味料は、調味感を発現するのに密接な関連性があることと知られているグルタミン酸
含量においても本来のエクチョッに比べて約３倍増加した。また、本発明のエクチョッ調
味料は、現在の販売されている天然調味料と比較しても総窒素含量がより優れており、グ
ルタミン酸および塩含量が同等な水準である。したがって、本発明のエクチョッ調味料は
、天然調味素材として有用である。
【００３２】
　本発明のエクチョッ調味料は、一般的に使用する調味料の形態、すなわち、液状または
固体状の形態で製品化され得る。好ましい形態では液状または固体粉末である。
【実施例】
【００３３】
　以下、本発明を実施例を通じてより詳細に説明する。しかし、これらの実施例は本発明
を例示的に説明するためのものであって、本発明の範囲がこれらの実施例に限定されるの
ではない。
【００３４】
　実施例１：総窒素含量(ＴＮ)が５．０であるエクチョッ調味料の製造
　１－１．原料の用意
　醗酵機間が３０ヶ月以上の韓国の済州道産カタクチイワシエクチョッをハ・ソンジョン
総合食品で購入した。購入したカタクチイワシエクチョッの総窒素含量(ＴＮ)は、１．３
５～１．４０％であった。また、カタクチイワシエクチョッのＯ．Ｄ(Optical density)
値および臭い強度を測定した。Ｏ．Ｄ値は、溶液色相の濃い程度と量の相関関係を見せる
ので、これを通じてカタクチイワシエクチョッの明るさが分かり、一般的な水のＯ．Ｄ値
は０である。前記測定結果を下記表２に示した。
【００３５】
　１－２．脱臭および脱色工程
　実施例１－１のカタクチイワシエクチョッにエクチョッの全体重量対比１．０％の活性
炭を添加し、５０～６０℃の温度で２時間放置した。以後、活性炭を除去するためにエク
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チョッの全体重量対比３～５％のケイソウ土を添加し、フィルタープレスでろ過を行った
。このような過程を経たカタクチイワシエクチョッは、初期のエクチョッよりも色相がは
るかに明るくなったし、エクチョッ特有の臭いも減少した。また、活性炭は、液状活性炭
よりも粉末活性炭で色相の吸着力が優れており、脱色に効果的なものとして示された。前
記脱色および脱臭過程を経たカタクチイワシエクチョッのＯ．Ｄ値および臭い強度を測定
した。その結果を下記表２に示した。 
【００３６】
表２

【００３７】
　前記の表２からわかるように、エクチョッの反応前後の色相を比較してみると、吸光度
が０．７８５の水準から０．０８に顕著に減少した。このような結果は、エクチョッの色
相が明るくなったということを意味する。また、臭い強度も前記処理を通じてエクチョッ
固有の臭いが全くしなかった。
【００３８】
　１－３．１次濃縮
　前記の実施例１－２で脱色および脱臭されたエクチョッを濃縮するために、先ず、５０
～６０℃で加温を行った。温度が６０℃まで上がると連続式減圧濃縮器で濃縮を始め、５
３～５５ｂｒｉｘになると１次濃縮を完了した。温度が上昇すると、製品の色相が暗くな
るから温度を５０～６０℃で一定に維持するようにした。濃縮過程中に塩の溶解度が飽和
状態になりながら一部過飽和された塩は、微細な結晶で析出されるようになるのに次の工
程でこれを除去した。
【００３９】
　１－４．１次脱塩
　前記実施例１－３で濃縮されたエクチョッを遠心分離機に入れて一部過飽和されて析出
された塩を除去した。５００ｒｐｍ以上の速度で遠心分離しながら少しの水を瞬間的に投
入すると、蛋白質成分が溶けて既に結晶化されている塩と分離される。遠心分離機工程が
終わった後、塩とエクチョッ濃縮液とを分離して置いた。１次脱塩後のエクチョッの成分
を分析した結果、総窒素含量(ＴＮ)が３．８～４．０％であり、塩含量は２４～２５％と
測定された。前記総窒素含量および塩含量は、食品公典上で明示されたケルダール法(kje
ldahl method)およびモール法(mohr method)を用いて測定した。
【００４０】
　１－５．２次濃縮および脱塩
　１次脱塩を終えたエクチョッ濃縮液を再び連続式真空濃縮管に投入して５０～６０℃の
温度水準で６５ｂｒｉｘになるまで濃縮を行った。濃縮後、実施例１－４と同様に５００
ｒｐｍ速度で遠心分離機を用いて脱塩を行って総窒素含量(ＴＮ)が５．０～５．３％、塩
含量が２１～２３％程度のエクチョッ濃縮液を完成した。濃縮を行うと、過飽和された塩
は析出され、溶解された塩は同じ含量で存在し、蛋白質含量の総窒素含量だけ増加するよ
うになるので、１次および２次濃縮を通じて増加された総窒素含量を含有するエクチョッ
濃縮液を獲得することができた。
【００４１】
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　このエクチョッ濃縮液は、使用の目的に合うように本過程で終了して高い総窒素含量の
エクチョッペースト(paste)で使用が可能であり、完製品に適用する時、使い勝手のため
に下記のように粉末工程を経て粉末化して使用が可能である。
【００４２】
　実施例２：エクチョッ粉末調味料製造
　２－１．賦形剤混合
　実施例１で製造した塩と分離された濃縮液とは、真空濃縮粉末化(vacuum drying)過程
を経る前にデキストリンと混合する。この時、デキストリンを混合する理由は、真空濃縮
粉末化過程中にエクチョッが炭化することを防止し、色相の変化を減らすためである。濃
縮液の総固形分対比１０％に該当するマルトデキストリン(Maltodextrin)を投入して攪拌
機があるタンクで濃縮液とよく混ざるように２０分間攪拌を行った。
【００４３】
　２－２．乾燥工程
　本発明者は、エクチョッ濃縮液を粉末化するために下記のように乾燥工程を全て２つの
方法で行った。 
　（１）真空乾燥(Vacuum drying)
　前記実施例２－１の賦形剤を混合したエクチョッ濃縮液を完全に乾燥するためにエクチ
ョッ濃縮液を減圧式真空乾燥器(Vacuum drying)に入れ、８５～９０℃の温度条件と７０
０ｍｍＨｇの圧力下で５時間乾燥を行った。乾燥後、水分含量は、２％未満で乾燥が完璧
になった。真空乾燥されたブロック(block)は、粉末で作るために粉末用粉砕機(Hammermi
ll)に入れてひいて４０ｍｅｓｈ以上を通過できる大きさで粉末を作った。
　 （２）噴霧乾燥(Spray drying)
　噴霧乾燥を行うためには、投入条件が４０～４５ｂｒｉｘであるので、前記実施例２－
１の賦形剤を混合したエクチョッ濃縮液を加水して４０～４５ｂｒｉｘ濃度で調節した。
そして、エクチョッ濃縮液の温度を５０℃に合わせた後、１６０℃で予熱させておいた噴
霧乾燥器に投入して噴霧乾燥を行った。
【００４４】
　実施例３：本発明のエクチョッ調味料と初期エクチョッとの成分比較
　前記で製造された本発明のエクチョッ調味料が天然調味素材としての確保成果を確認す
るために、原料として使用された初期のエクチョッと成分および官能的特性を比較した。
表３

　初期に総窒素含量１．３５～１．４０％で始まったエクチョッが濃縮と脱塩過程を経り
ながら総窒素含量が６．５～７．０％まで上昇した。総窒素含量が５倍程度増加したので
、味成分が５倍程度上昇したことと判断できる。また、旨味感を発現するのに最も密接な
関連があるアミノ酸であるグルタミン酸(Glutamic acid)含量も１．７％から４．９％で
３倍に増加した。
【００４５】
　実施例４：本発明のエクチョッ調味料と販売されている天然調味料との成分比較
　本発明のエクチョッ調味料が天然調味素材として有効であるか否かを確認するために、
天然調味素材中で商業的に最も広く使用されている酵母抽出粉末(yeast extract powder)
のうち、酵母専門企業であるＤ社の酵母抽出粉末を選択して本発明のエクチョッ調味料と
成分含量を比較した。
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表４

　成分分析の結果、本発明のエクチョッ粉末は、グルタミン酸含量が４．９％で、Ｄ社の
酵母抽出粉末と比較して同等な水準の数値を見せ、総窒素含量は、相対的に１０％優位の
含量を見せた。塩は、ほとんど同等な水準で示された。このような結果から推して見る時
、本発明品は商業的に広く使用される酵母抽出粉末に比べて味成分の指標であるグルタミ
ン酸および総窒素含量で同等な水準以上の成分含量の結果を見せ、天然調味素材としての
機能性を確保したと評価することができた。　 
【００４６】
　実施例５：本発明のエクチョッ調味料の料理食品での官能評価
　本発明のエクチョッ調味料が実際料理食品で天然素材として調味機能性がどうなのか確
認するために、メニューに適用した後、官能評価を通じてその属性を分析してみた。メニ
ューは、韓国料理メニューの中でワカメスープ、洋食メニューの中では貝スープ(clam ch
owder soup)で２種類を選択して適用した。官能評価は、パネル４６人を対象に行い、５
点尺度法によって行った。
【００４７】
　５－１．ワカメスープの官能評価
　水にふやかしたワカメを１０重量％で入れて沸かしたワカメスープに実験群としてエク
チョッ粉末を０．４重量％添加し、対照群として通常的に家庭で最も多く使用している天
然調味料中の一つである韓国醤油を１．０重量％添加した。塩は、最終０．６重量％に補
正してスープの味付けをした。官能評価属性項目は、全般味、うま味、こうばしい味、濃
い味、風味、塩味で大きく６個の項目で行った。これに対する結果を表５に示した。

【表５】

　前記の官能検査結果から分かるように、エクチョッ粉末を入れた群が全般味、うま味、
こうばしい味、濃い味、風味の側面で有意的な差があるように優位を見せた。各項目別評
価属性は、スープの味を基準として天然調味素材などで核心的に評価する属性に属する。
このような結果から一つの興味深いことは、塩味属性で２つの群が実質的には同じ塩含量
を持っているが、官能的に感じるのにエクチョッ粉末を入れた群があまり塩辛くなく評価
されたという点である。これは調味機能性が高ければ相対的に塩味属性が減るという既存
の理論と符合する結果を見せてくれると見られる。上記の結果を通じて天然調味素材とし
て機能性が優れたものであると評価できる。
【００４８】
　１－２．貝スープ(Clam chowder soup)
　貝スープの用意は、クリームスープベースに貝柱、玉ネギ、ジャガイモを適量入れてコ
ショウで味付けをした後に対照群と実験群にそれぞれＭＳＧとエクチョッ粉末を０．２重
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ッ粉末の添加量は、単独原料の水溶液上で呈味機能性実験に基づいて決定されたものであ
った。ＭＳＧは、水溶液上で０．１％～０．５％、官能の時に０．２％で明らかに呈味機
能性が発揮され始め、エクチョッ粉末は０．５％で呈味機能性が発揮され始めた。最終製
品の塩濃度は、０．６重量％に調整した。官能評価属性項目は、全般味、うま味、貝風味
、クリーム味、脂っこい味、塩味で６個の項目に対して評価を行った。これの結果を下記
表６に示した。
【表６】

【００４９】
　前記の貝スープに対する官能評価結果を見ると、対照群がクリーム味、脂っこい味で有
意的な差で優位を見せ、実験群は全般味、貝風味で優位を見せた。うま味と塩味の場合は
、少しの点数差があったが、有意的な差がないことと示された。エクチョッ粉末を入れた
実験群は、対照群に比べて貝風味を向上させる効果があり、相対的に脂っこい味が少なく
て全般味が優位であることと示された。 
【００５０】
　呈味力が優れた合成調味素材であるＭＳＧと本発明のエクチョッ粉末との効果を比較し
てみると、料理適用の時、官能属性で同様な様相を見せていないが、料理固有の風味を向
上させ、うま味を付与しながら全体的な味の調和度は助ける方向を、味を変化させるから
全体的には全般味が良くなった結果として示された。これで本発明品は、合成調味素材の
代替にも効果があるといえる。
【産業上の利用可能性】
【００５１】
　本発明のエクチョッ調味料は、天然素材であるエクチョッを簡単な方法で製造すること
ができ、天然調味素材であるが、ＭＳＧ、ＩＭＰ、ＧＭＰなどの合成旨味素材と同等な水
準以上の優れた旨味感の発現を示し、その合成調味素材および現在の販売されている天然
調味素材を代替することができる。
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